
し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

二

副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
　
上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
務
を
処
理
す
る
。

６

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
に
必
要
に
応
じ
、
上
司

の
命
を
受
け
て
特
定
か
つ
重
要
な
事
項
を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

７
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条
第
十
一
項
中
「
高
等
技
術
専
門
校
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
企
画
県
民
部
の
部
消
費
生
活
安
全
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第

八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
　
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
福
祉
保
健
総
務
課
の
項
第
八
号
中
「
社
会
福
祉
審
議
会
」
の

下
に
「
及
び
医
療
扶
助
審
議
会
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
九
号
と

し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七
　
生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
行
旅
病
人
及
び
死
亡
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
児
童
家
庭
課
の
項
中
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
障
害
福
祉
課
の
項
第
十
一
号
中
「
及
び
あ
ゆ
み
の
家
」
を
「
、

あ
ゆ
み
の
家
及
び
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
健
康
増
進
課
の
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
六
号

か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
森
林
環
境
総
務
課
の
項
第
十
号
中
「
環
境
保
全
審
議
会
」
の

下
に
「
及
び
環
境
影
響
評
価
等
技
術
審
議
会
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
九

号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

九
　
循
環
型
社
会
形
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
環
境
保
全
の
啓
発
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
森
林
環
境
総
務
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
　
や
ま
な
し
環
境
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
環
境
創
造
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
中
「
森
林
環
境
総
務
課
」
の
下
に
「
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
四
を
第
十
二
条
の
五
と
し
、
第
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
に
置
か
れ
る
局
長
等
）

第
十
二
条
の
四
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
に
局
長
を
置
く
。

２
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
に
必
要
に
応
じ
、
次
長
を
置
く
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
（
次
項
に
お
い
て
「
局
長
」
と
い
う
。）
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
局
内
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

４

次
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
所
掌
事
務
を
整
理
し
、
局
長
を
補
佐
し
、
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
局
内
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
調
整
の
事
務
を
整
理
す
る
。

５

エ
ネ
ル
ギ
ー
局
に
必
要
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

主
幹
　
上
司
の
命
を
受
け
、
局
内
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整
を

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
二
十
八
日

号
外
第
二
十
号

木　曜　日



エ
ネ
ル
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
　
一
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す

ギ
ー
局
　
政
策
課
　
　
　
　
る
こ
と
。

二
　
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
産
業
労
働
部
の
部
産
業
人
材
課
の
項
第
八
号
中
「
高
等
技
術
専
門
校
」
を
「
峡

南
高
等
技
術
専
門
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
部
の
部
観
光
企
画
・
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号

を
第
九
号
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
部
の
部
観
光
振
興
課
の
項
第
四
号
中
「
二
地
域
居
住
」
の
下
に
「
及
び
移

住
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
管
理
課
の
項
第
九
号
を
削
る
。「

児
童
二
寮
支
援
課

成
人
一
寮
支
援
課

別
表
第
三
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
児
童
二
寮
支
援
課
」
に
改
め
、

成
人
二
寮
支
援
課

自
立
支
援
課
　
　
」

同
表
都
留
高
等
技
術
専
門
校
の
項
を
削
り
、
同
表
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
総
務
課
」
を
「
管

理
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
三
号
中
「
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不

自
由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
の
入
所
保
護
並
び
に
治
療
及
び
日
常
生
活
の
指
導
」
を
「
肢
体
不
自
由
児

の
障
害
児
入
所
支
援
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
の
治
療
及
び
自
活
指

導
」
を
「（
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
を
含
む
。
第
五
号
及

び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
障
害
児
通
所
支
援
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
障
害
児
及
び
障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
生
活
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

身
体
障
害
者
並
び
に
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
者
の
生
活

介
護
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
者
の
療
養
介
護
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
肢
体
不
自
由
児
そ
の
他
の
者
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
一
号
中
「
知
的
障
害
児
の
入
所
保
護
及
び
自
活
指
導
」
を

「
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
精
神
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
障
害
児
入
所
支
援
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
入
所
保
護
並
び
に
更
生
指
導
及
び
訓
練
」
を
「
生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
高
等
技
術
専
門
校
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
」
に
改
め

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

森
林
環
境
部
環
境
創
造
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課

都
留
高
等
技
術
専
門
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
産
業
技
術
短
期
大
学
校

（
山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

４

山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
の
規
定
す
る
部
長
、
」
を
「
に
規
定
す
る
部
長
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
、
組
織
規
則
第
十

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
及
び
」
に
、「
局
長
及
び
」
を
「
出
納
局
長
並
び
に
」
に
改
め

る
。

（
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

５

山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
」
を
「
リ
ニ
ア
交
通
局
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
及
び
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

６

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
森
林
環
境
部
環
境
創
造
課
」
を
「
森
林
環
境
部
森
林
環
境
総
務
課
」
に

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

二



改
め
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
次

長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
次
長
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
第
十
二
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
中
「
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
」
を
「
国
庫
支
出
金
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
消
費
生
活
安
全
課
の
項
第
七
号
中
３５
を
３８
と
し
、
３２
か
ら
３４
ま
で
を
３５
か
ら
３７

ま
で
と
し
、
３１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３２

第
五
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
訪
問
購
入
に
係
る
購
入
業
　
○

者
に
対
す
る
必
要
な
措
置
の
指
示

３３

第
五
十
八
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訪
問
購
入
に
関
す
　
○

る
業
務
の
停
止
命
令

３４

第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
　
　
　
　
　
　
○

別
表
第
二
の
一
の
表
消
費
生
活
安
全
課
の
項
第
十
一
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
山
梨
県
食
　
１
　
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

の
安
全
・
安
心

推
進
条
例
（
平
　
２
　
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

○

成
二
十
四
年
山
　
　
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

梨
県
条
例
第
十

五
号
）
の
施
行
　
３
　
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
　
○

に
関
す
る
事
務
　
　
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
生
産
者
等
に
対
す

る
必
要
な
措
置
の
勧
告

４
　
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
の
　
○

摂
取
に
よ
る
県
民
の
健
康
へ
の
悪
影
響
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
勧
告

５
　
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
　
　
○

６
　
第
三
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
　
　

○

述
べ
る
機
会
の
付
与

別
表
第
二
の
三
の
表
市
町
村
課
の
項
第
十
二
号
１
中
「
第
十
二
条
の
三
」
を
「
第
十
二
条
の
五
」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
福
祉
保
健
総
務
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
生
活
保
護
法
　
１
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
　
　

○
　

（
昭
和
二
十
五
　
　
村
長
の
行
う
事
務
の
監
査

年
法
律
第
百
四

十
四
号
）
の
施
　
２
　
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
　
○

行
に
関
す
る
事
　
　
福
祉
法
人
及
び
日
本
赤
十
字
社
の
設
置
す
る

務
　
　

保
護
施
設
の
認
可

３
　
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
　
　

○

福
祉
法
人
及
び
日
本
赤
十
字
社
の
保
護
施
設

の
名
称
等
の
変
更
の
認
可

４
　
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
　
　

○

人
及
び
日
本
赤
十
字
社
の
保
護
施
設
の
休
止

及
び
廃
止
の
時
期
の
認
可

５
　
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
　

○

施
設
の
運
営
に
関
す
る
指
導

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

三



６
　
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
　
　
○

施
設
か
ら
の
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

７
　
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
○

施
設
を
設
置
す
る
市
町
村
に
対
す
る
保
護
施

設
の
改
善
、
停
止
及
び
廃
止
の
命
令

８
　
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
○

施
設
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
及
び
日
本

赤
十
字
社
に
対
す
る
保
護
施
設
の
改
善
及
び

停
止
の
命
令
並
び
に
認
可
の
取
消
し

９
　
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
　
　
○

施
設
の
定
め
る
管
理
規
程
の
変
更
命
令

１０

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
　
　
○

施
設
の
長
の
指
導
の
制
限
及
び
禁
止

１１

第
四
十
九
条
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
　
　
　
○

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
医

療
機
関
、
助
産
機
関
等
の
指
定

１２

第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
二
　
○

第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医

療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
、
指
定
助
産
機
関

等
の
指
定
の
取
消
し

１３

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
　
　
　
○

報
酬
に
係
る
承
認
及
び
認
定

１４

第
五
十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
二
　
　
　
○

第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医

療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
及
び
医
療
保
護
施

設
に
係
る
診
療
報
酬
及
び
介
護
報
酬
の
審
査

並
び
に
額
の
決
定

１５

第
五
十
三
条
第
四
項
（
第
五
十
四
条
の
二
　
　
　
○

第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医

療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
及
び
医
療
保
護
施

設
に
係
る
診
療
報
酬
及
び
介
護
報
酬
の
支
払

の
委
託

１６

第
五
十
四
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
二
　
　
　
○

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定

介
護
機
関
か
ら
の
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検

査
１７

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
○

介
護
機
関
の
指
定

１８

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
　
○

の
決
定
及
び
実
施
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て

の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

１９

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
事
務
　
　
　
○

費
支
弁
基
準
額
の
決
定

２０

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
事
務
費
　
　
　
○

支
弁
基
準
額
の
決
定

別
表
第
二
の
四
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
二
十
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

四



生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
号
４７
中
「
第
八
十
八
条
第
八

項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
４８
中
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第

七
項
」
に
、「
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
」
を
「
山
梨
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
七
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
１
か
ら
５
ま
で
を
削
り
、

６
を
１
と
し
、
７
を
２
と
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
環
境
総
務
課
の
項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

三
　
山
梨
県
空
き
　
１
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
き
缶
等
　
○

缶
等
の
散
乱
防
　
　
散
乱
防
止
基
本
方
針
の
策
定

止
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
五
十
　
２
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
空
き
缶
等
の
散
　
○

九
年
山
梨
県
条
　
　
乱
防
止
協
定
の
締
結

例
第
五
号
）
の

施
行
に
関
す
る
　
３
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
、
占
有
　
○

事
務
　

者
等
に
対
す
る
助
言
及
び
指
導

４
　
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
き
缶
　
○

等
の
散
乱
防
止
重
点
地
域
の
指
定

５
　
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
空
き
缶
　
○

等
の
散
乱
防
止
重
点
地
域
内
に
お
け
る
事
業

者
、
占
有
者
等
に
対
す
る
措
置
の
勧
告
　

四
　
環
境
影
響
評
　
１
　
第
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
慮
　
○

価
法
（
平
成
九
　
　
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
申
述

年
法
律
第
八
十

一
号
）
の
施
行
　
２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
事
　
○

に
関
す
る
事
務
　
　
業
の
判
定
に
係
る
意
見
の
申
述

３
　
第
七
条
の
二
第
三
項
（
第
十
七
条
第
二
項
　
　
　
○

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
に
係
る
意
見
の
申

述
　

４
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
に
　
○

つ
い
て
の
意
見
の
申
述
　

５
　
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
　
○

に
つ
い
て
の
意
見
の
申
述

五
　
山
梨
県
環
境
　
１
　
第
六
条
第
二
項
（
第
二
十
九
条
第
二
項
に
　
　
　
○

影
響
評
価
条
例
　
　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

（
平
成
十
年
山
　

に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
の
聴
取

梨
県
条
例
第
一

号
）
の
施
行
に
　
２
　
第
六
条
第
三
項
（
第
二
十
九
条
第
二
項
に
　
○

関
す
る
事
務
　

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
　

に
よ
る
第
三
分
類
事
業
の
判
定
及
び
措
置
　

３
　
第
八
条
の
二
第
三
項
（
第
十
八
条
第
二
項
　
　
　
○

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
に
係
る
意
見
の
申

述
　

４
　
第
十
条
第
二
項
（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
　
　
　
○

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
事
業
者
の
見
解
の
聴
取
　

５
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
に
つ
い
　
　
　
○

て
の
意
見
概
要
書
の
縦
覧
　

６
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
　
　
　
○

に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
た
め
の
公
聴
会

の
開
催
　

７
　
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
　
○

に
つ
い
て
の
意
見
の
申
述

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

五



８
　
第
十
三
条
第
二
項
（
第
二
十
五
条
第
二
項
　
　
　
○

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
の
聴
取

９
　
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
　
　
　
○

響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
に
係
る
技
術
的
な

助
言
　

１０

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
に
つ
　
　
　
○

い
て
の
見
解
書
の
縦
覧
　

１１

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
　
　
　
○

書
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
た
め
の
公
聴
会

の
開
催

１２

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
　
○

書
に
つ
い
て
の
意
見
の
申
述

１３

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
　
　
　
○

村
長
の
意
見
の
聴
取

１４

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
　
○

書
に
つ
い
て
の
意
見
の
申
述
　

１５

第
二
十
八
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
第
三
　
○

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
判
定
　

１６

第
三
十
二
条
第
四
項
（
第
三
十
五
条
第
四
　
○

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続

の
再
実
施
の
要
請
　

１７

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
　
○

等
を
行
う
者
へ
の
適
正
な
配
慮
の
要
請

１８

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
　
　
　
○

の
縦
覧
及
び
公
聴
会
の
開
催

１９

第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
　
　
　
○

の
縦
覧
及
び
公
聴
会
の
開
催

２０

第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
四
十
四
条
第
二
　
○

項
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
申
述

２１

第
四
十
二
条
第
二
項
（
第
四
十
四
条
第
二
　
　
　
○

項
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の

意
見
の
聴
取

２２

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
　
○

県
環
境
影
響
評
価
等
技
術
審
議
会
の
意
見
の

聴
取
　

２３

第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
　
○

県
環
境
影
響
評
価
等
技
術
審
議
会
の
意
見
の

聴
取

２４

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
　
　
　
○

者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査

２５

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
　
○

に
対
す
る
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
の
勧
告

２６

第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
　
○

措
置
に
つ
い
て
の
勧
告
の
内
容
等
の
公
表

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

六



２７

第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
に
対
　
　
　
○

す
る
実
地
調
査
へ
の
協
力
の
要
請

六
　
特
定
製
品
に
　
１
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
　
　
　
○

係
る
フ
ロ
ン
類
　

ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録

の
回
収
及
び
破

壊
の
実
施
の
確
　
２
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
　
　
　
○

保
等
に
関
す
る
　

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
更
新

法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
六
　
３
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
　
　
　
○

十
四
号
）
の
施
　

類
回
収
業
者
登
録
簿
の
閲
覧

行
に
関
す
る
事

務
　

４
　
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
　
　
　
○

類
回
収
業
者
の
登
録
の
抹
消
　

５
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
　
○

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
取
消
し
及
び

業
務
の
停
止
命
令

６
　
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
　
　
　
○

言
７
　
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
　
○

８
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
　
○

９
　
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
　
○

１０

第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
　
○

１１

第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
　
○

命
令

１２

第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
　
　
　
○

１３

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
　
　
　
○

検
査

七
　
特
定
製
品
に

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

係
る
フ
ロ
ン
類

の
回
収
及
び
破

壊
の
実
施
の
確

保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
三
年

経
済
産
業
省
・

環
境
省
令
第
十

三
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

八
　
環
境
教
育
等
　
１
　
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
動
計
画
　
○

に
よ
る
環
境
保
　

の
作
成

全
の
取
組
の
促

進
に
関
す
る
法
　
２
　
第
八
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
　
　
　
○

律
（
平
成
十
五
　

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
百
三
　

行
動
計
画
の
公
表

十
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務
　
３
　
第
八
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
　
　
　
○

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

行
動
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況
の
公

表
　

４
　
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
行
動
計
画
　
○

の
変
更

５
　
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
験
の
　
○

機
会
の
場
に
係
る
認
定
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日
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６
　
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
委
　
○

員
会
と
の
協
議

７
　
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
　
○

効
期
間
の
設
定
　

８
　
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
　
○

効
期
間
の
更
新
　

９
　
第
二
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
　
　
　
○

告
及
び
資
料
の
徴
収
並
び
に
助
言
　

１０

第
二
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
　
○

験
の
機
会
の
場
に
係
る
認
定
の
取
消
し
　

１１

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
　
○

協
定
の
締
結
及
び
協
議
会
の
設
置
　

１２

第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
○

協
定
の
内
容
等
の
公
表
　

１３

第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
○

確
認
の
要
請

１４

第
二
十
一
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
○

助
言
及
び
指
導

別
表
第
二
の
五
の
表
環
境
創
造
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
大
気
水
質
保
全
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六
　
山
梨
県
地

１
　
第
九
条
第
一
項
（
第
十
一
条
第
二
項
に
お
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境
　

下
水
及
び
水
源
　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
　

事
務
所
長

地
域
の
保
全
に

よ
る
届
出
事
項
の
変
更
の
勧
告

関
す
る
条
例
（

平
成
二
十
四
年

２
　
第
九
条
第
二
項
（
第
十
一
条
第
二
項
、
第
　
　
　
○

山
梨
県
条
例
第

十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
五
項
に
お

七
十
五
号
）
の

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

施
行
に
関
す
る

よ
る
勧
告
の
内
容
等
の
公
表

事
務

３
　
第
九
条
第
三
項
（
第
十
一
条
第
二
項
に
お
　
　
　
○

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与

４
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

の
保
全
上
必
要
な
措
置
の
勧
告
　

事
務
所
長

５
　
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
を
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
勧
告
　

事
務
所
長

６
　
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
の
保
全
　
○

上
必
要
な
措
置
の
命
令
　

７
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

徴
収
及
び
立
入
検
査
　

事
務
所
長
　

８
　
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

の
涵か
ん

養
に
関
す
る
計
画
等
の
提
出
の
勧
告
　

事
務
所
長
　

９
　
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
　
　
　
○

視
に
係
る
協
力
の
要
請
　

１０

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
　
　
　
○

視
の
結
果
の
公
表
　
　

１１

第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

の
依
頼
　

事
務
所
長

１２

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
第
二
項
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

八



の
規
定
に
よ
る
届
出
を
第
八
条
第
一
項
の
規
　

事
務
所
長

定
に
よ
る
届
出
と
み
な
し
て
適
用
す
る
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

１３

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
第
二
項
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
第
八
条
第
一
項
の
規
　

事
務
所
長

定
に
よ
る
届
出
と
み
な
し
て
適
用
す
る
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
整
備
課
の
項
第
十
一
号
中
「（
平
成
二
十
四
年
条
例
第
七
十
五
号
）」
を
削

り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
土
地
の
利
用
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

に
関
す
る
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
の
聴
取
　

事
務
所
長

７
　
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

事
務
所
長

８
　
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
　
　
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

事
務
所
長

９
　
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
の
規
　
　
　
○

定
に
よ
る
勧
告
の
内
容
等
の
公
表

１０

第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
の
規
　
　
　
○

定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与

１１

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

査

事
務
所
長

１２

第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
依
頼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

林
務
環
境

事
務
所
長

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●

別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
第
七
号
中
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●
●

」
●
●
●

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
改
め
、
同
項
第
九
号
６
中
「（
物
品
の
集
積
及
び
貯
蔵
を
除
く
。）●

」

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
　
　
　
　
　
　「

●
●
●
●
●「

○
　
建
設
事
務
●
●
●
●
●
●
●

」
を
削
り
、
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を

に
改
め
、
同

所
長

」

」

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
●
●
●
●
●
●

号
中
７
を
削
り
、
８
を
７
と
し
、
同
号
９
中
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
を
●
●
●
●
○

」

に
改
め
、
同
号
中
９
を
８
と
し
、
１０
を
９
と
す
る
。

」

別
表
第
二
の
九
の
表
道
路
管
理
課
の
項
第
一
号
９
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、「
道
路
の
占
用
」

の
下
に
「（
新
規
の
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、「
に
係
る
占
用
物
件
」
及
び
「
の
道
路
占
用
」
を
削
り
、

「
地
下
室
、」
を
「
地
下
室
及
び
」
に
、「
、
高
架
道
路
」
を
「
に
係
る
も
の
並
び
に
高
架
道
路
」
に
、

「
昭
和
四
十
年
八
月
二
十
五
日
建
設
省
道
政
発
三
百
六
十
七
号
に
よ
る
物
件
」
を
「
昭
和
四
十
年
八
月

二
十
五
日
建
設
省
道
政
発
第
三
百
六
十
七
号
に
よ
る
物
件
に
係
る
も
の
」
に
、「
、
ト
ン
ネ
ル
（
新
規

の
も
の
に
限
る
。）
及
び
橋
梁
」
を
「
に
係
る
も
の
並
び
に
既
存
の
ト
ン
ネ
ル
及
び
既
存
の
橋
梁
（
新

規
の
も
の
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
号
１０
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
号
３１
を
同
号
３５
と
し
、
同

号
３０
中
「
措
置
命
令
」
の
下
に
「（
８
、
９
、
１１
及
び
１４
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を

加
え
、
同
号
中
３０
を
３３
と
し
、
３３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３４

第
七
十
一
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
及
び
措
置
　

所
長

命
令
（
３３
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

別
表
第
二
の
九
の
表
道
路
管
理
課
の
項
第
一
号
２９
中
「
措
置
命
令
」
の
下
に
「（
８
、
９
、
１１
及
び

１４
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
中
２９
を
３１
と
し
、
３１
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

３２

第
七
十
一
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
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る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
及
び
措
置
　

所
長

命
令
（
３１
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

別
表
第
二
の
九
の
表
道
路
管
理
課
の
項
第
一
号
中
２８
を
３０
と
し
、
１４
か
ら
２７
ま
で
を
１６
か
ら
２９
ま
で

と
し
、
同
号
１３
中
「
１２
」
を
「
１４
」
に
改
め
、
同
号
１３
を
同
号
１５
と
し
、
同
号
１４
中
「
道
路
の
占
用
」

の
下
に
「（
新
規
の
も
の
及
び
占
用
物
件
の
数
量
、
占
用
面
積
等
を
減
ず
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
変
更

以
外
の
変
更
に
限
る
。）」
を
加
え
、「
に
係
る
占
用
物
件
」
を
削
り
、「
地
下
室
、」
を
「
地
下
室
及
び
」

に
、「
、
高
架
道
路
」
を
「
に
係
る
も
の
並
び
に
高
架
道
路
」
に
、「
昭
和
四
十
年
八
月
二
十
五
日
建
設

省
道
政
発
三
百
六
十
七
号
に
よ
る
物
件
」
を
「
昭
和
四
十
年
八
月
二
十
五
日
建
設
省
道
政
発
第
三
百
六

十
七
号
に
よ
る
物
件
に
係
る
も
の
」
に
、「
、
ト
ン
ネ
ル
（
新
規
の
も
の
に
限
る
。）
及
び
橋
梁
（
新
規

の
も
の
に
限
る
。）」
を
「
に
係
る
も
の
並
び
に
既
存
の
ト
ン
ネ
ル
及
び
既
存
の
橋
梁
」
に
改
め
、
同
号

中
１２
を
１４
と
し
、
１１
を
１３
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
三
十
二
条
第
三
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
　
○

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
の
変
更
（
占
用

物
件
の
数
量
、
占
用
面
積
等
を
減
ず
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
変
更

を
除
く
。
）
の
許
可
（
電
気
通
信
設
備
（
昭
和
六
十
年
七
月
十
五

日
建
設
省
道
政
発
第
五
十
四
号
に
よ
る
物
件
に
限
る
。
）
、
石
油

圧
送
施
設
（
昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十
日
建
設
省
道
政
発
第
八
十

九
号
に
よ
る
物
件
に
限
る
。
）
、
地
下
街
、
地
下
室
及
び
上
空
通

路
（
道
路
を
縦
断
す
る
通
路
そ
の
他
特
殊
な
通
路
を
含
む
。
）
に

係
る
も
の
並
び
に
高
架
道
路
の
路
面
下
の
占
用
（
昭
和
四
十
年
八

月
二
十
五
日
建
設
省
道
政
発
第
三
百
六
十
七
号
に
よ
る
物
件
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
並
び
に
既
存
の
ト
ン
ネ
ル
及
び

既
存
の
橋
梁
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

１２

第
三
十
二
条
第
三
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
の
許
可
（
１１
に

所
長

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

別
表
第
二
の
九
の
表
治
水
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を

「

第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
１０
中
「
（
１１
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
り
、

○
　
　
　

「

○
　
建
設
事
務

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
中
１１
を
削
り
、
１２
を
１１
と
し
、

所
長

」

」
「

「

○
　
建
設
事
務

同
号
１３
中
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に
改
め
、
同
号

所
長

」

」

中
１３
を
１２
と
し
、
１４
か
ら
１６
ま
で
を
１３
か
ら
１５
ま
で
と
し
、
同
号
１７
中
「
１８
」
を
「
１７
」
に
改
め
、
同

号
中
１７
を
１６
と
し
、
１８
を
１７
と
し
、
１９
を
１８
と
し
、
同
号
２０
中
「
２１
」
を
「
２０
」
に
改
め
、
同
号
中
２０

を
１９
と
し
、
２１
か
ら
２９
ま
で
を
２０
か
ら
２８
ま
で
と
し
、
同
号
３０
中
「
２９
」
を
「
２８
」
に
改
め
、
同
号
中

３０
を
２９
と
し
、
３１
か
ら
４９
ま
で
を
３０
か
ら
４８
ま
で
と
し
、
同
号
５０
中
「
４９
」
を
「
４８
」
に
改
め
、
同
号

５０
を
同
号
４９
と
し
、
同
号
５１
中
「
工
事
中
止
命
令
」
の
下
に
「（
８
、
９
、
１１
、
１５
、
１６
、
１９
及
び
３８

に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
中
５１
を
５０
と
し
、
５０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。５１

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
及
び
工
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

事
中
止
命
令
（
５０
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

所
長

別
表
第
二
の
九
の
表
治
水
課
の
項
第
七
号
５２
中
「
負
担
命
令
」
の
下
に
「（
８
、
９
、
１１
、
１５
、
１６
、

１９
及
び
３８
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
５５
を
５６
と
し
、
５４
を
５５
と

「

「

○
　
○

○
　
建
設
事
務

し
、
同
号
５３
中
　
　
○

○
　
○
　
○
○
○
○

を
　
　
　
　

に
改
め
、

所
長

」

」

同
号
中
５３
を
５４
と
し
、
５２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５３

第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
額
の
原
因
者
へ
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

の
負
担
命
令
（
５２
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

所
長

別
表
第
二
の
九
の
表
砂
防
課
の
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
　
山
梨
県
砂
防
　
１
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
に
　
　
　
○

指
定
地
管
理
条
　
　
お
け
る
行
為
の
許
可
（
２
に
掲
げ
る
も
の
を

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
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例
（
平
成
十
五
　
　
除
く
。）

年
山
梨
県
条
例

第
七
号
）
の
施
　
２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
に
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

行
に
関
す
る
事
　
　
お
け
る
行
為
（
洪
水
の
疎
通
を
妨
げ
な
い
行

所
長

務

為
（
土
地
の
形
状
の
変
更
を
伴
わ
な
い
施
設

及
び
工
作
物
の
新
築
、
改
築
及
び
除
去
、
造

成
を
伴
わ
な
い
建
築
物
及
び
こ
れ
に
付
随
す

る
工
作
物
の
新
築
、
改
築
及
び
除
去
、
電
柱

等
の
設
置
及
び
除
去
、
仮
設
工
作
物
の
設
置

、
改
築
及
び
除
去
、
橋
梁
に
添
架
す
る
ガ
ス

管
、
水
管
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
の

新
築
、
改
築
及
び
除
去
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト

ル
以
内
の
盛
土
及
び
切
土
、
深
さ
が
二
メ
ー

ト
ル
以
内
の
掘
削
及
び
こ
れ
に
伴
う
擁
壁
、

側
溝
等
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
及
び
除
去

（
河
川
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
河
川
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
、
盛

土
、
切
土
そ
の
他
の
土
地
の
形
状
を
変
更
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
土
石
及
び
砂
れ
き
の

採
取
、
立
木
の
伐
採
及
び
抜
根
、
竹
木
、
土

石
等
の
滑
下
及
び
地
引
き
、
家
畜
の
放
牧
及

び
係
留
並
び
に
火
入
れ
に
限
る
。
）
の
許
可

３
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
　
　
　
○

地
内
に
お
け
る
行
為
の
変
更
の
許
可
（
４
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

４
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

地
内
に
お
け
る
行
為
の
変
更
の
許
可
（
２
に

所
長

掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

５
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
に
　
　
　
○

お
け
る
行
為
に
関
す
る
協
議
（
６
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）

６
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
に
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

お
け
る
行
為
に
関
す
る
協
議
（
２
に
掲
げ
る

所
長

も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

７
　
第
十
条
第
三
項
（
第
十
一
条
第
四
項
に
お
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

所
長

よ
る
砂
防
指
定
地
の
状
況
の
検
査
及
び
措
置

の
指
示

８
　
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
設
　
　
　
○

備
の
占
用
の
許
可

９
　
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
設
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

備
の
占
用
の
許
可
の
更
新

所
長

１０

第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
　
　
　
○

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内

に
お
け
る
砂
防
設
備
の
占
用
の
変
更
の
許
可

（
１１
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

１１

第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
　

所
長

に
お
け
る
砂
防
設
備
の
占
用
の
変
更
の
許
可

（
２
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

１２

第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
　
　
　
○

八
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
の
砂
防

設
備
の
占
用
に
関
す
る
協
議
（
１３
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）

１３

第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

八
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
の
砂
防

所
長

山
梨
県
公
報
号
外
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設
備
の
占
用
に
関
す
る
協
議
（
２
に
掲
げ
る

も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

１４

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
　
　
　
○

に
お
け
る
行
為
の
許
可
の
取
消
し
等
の
処
分

（
１５
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

１５

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
砂
防
指
定
地
内
　
　
　
　
　
○

建
設
事
務

に
お
け
る
行
為
の
許
可
の
取
消
し
等
の
処
分

所
長

（
２
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

別
表
第
二
の
九
の
表
下
水
道
課
の
項
第
一
号
１
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
（
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
認
可
及
び
変
更
の
認
可
」
を
「
協
議
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
１
中
「
第
十
七
条
の
七
」
を
「
第
十
七
条
の
八
」
に
改
め
、「
流
域
下
水
道
」
の
下
に

「
の
施
設
」
を
加
え
、
同
号
２
中
「
第
十
七
条
の
八
」
を
「
第
十
七
条
の
九
」
に
改
め
、「
流
域
下
水
道
」

の
下
に
「
の
施
設
」
を
加
え
、
同
表
を
別
表
第
二
の
十
の
表
と
す
る
。

別
表
第
二
の
八
の
表
を
別
表
第
二
の
九
の
表
と
す
る
。

「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「

一
　
旅
行
業
法

（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
企
画
・
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
第
一
号
中
　
　
　
二
百
三
十
九
　
　
を

号
）
の
施
行

に
関
す
る
事

務

」

旅
行
業
法
（

昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
三

に
改
め
、
同
号
１
中
「
及
び
第
三
種
旅
行
業
務
」
を
「
、
第
三
種
旅
行
業
務
及

十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事

務

」

び
地
域
限
定
旅
行
業
務
」
に
、「
旅
行
代
理
業
」
を
「
旅
行
業
者
代
理
業
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
旅

行
代
理
業
」
を
「
旅
行
業
者
代
理
業
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
る
。

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
資
源
課
の
項
第
四
号
１
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
号
２
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
第
七
条
第
一
項
」

を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
４
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
５
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
６
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を

「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
７
中
「
第
九
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
に
改

め
、
同
号
８
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
９
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
五
条
」

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
の
八
の
表
と
す
る
。

別
表
第
二
の
六
の
表
産
業
人
材
課
の
項
第
二
号
２
及
び
５
中
「
高
等
技
術
専
門
校
に
」
を
「
峡
南
高

等
技
術
専
門
校
に
」
に
、「
高
等
技
術
専
門
校
長
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
長
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
３
、
６
及
び
２９
並
び
に
同
項
第
四
号
２
中
「
高
等
技
術
専
門
校
長
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門

校
長
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
の
七
の
表
と
す
る
。

五
　
山
梨
県
立
職
　
１
　
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
　
　
　
　
　
○

峡
南
高
等

業
能
力
開
発
校

技
術
専
門

設
置
及
び
管
理

校
長

条
例
（
昭
和
四

十
七
年
山
梨
県
　
２
　
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
受
講
料
及
び
使
　
　
　
　
　
○

峡
南
高
等

条
例
第
七
号
）

用
料
の
減
免

技
術
専
門

の
施
行
に
関
す

校
長
及
び

る
事
務
　

就
業
支
援

セ
ン
タ
ー

別
表
第
二
の
五
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

六
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
局

組
織
　
事
務
の
種
類
　
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
決
区
分

備
考

名

本
庁
　
　
出先機関

部
　
課
　
所

山
梨
県
公
報
号
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長
　
長
　
長

エ
ネ
　
　
山
梨
県
地
　
１
　
第
八
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
　
○

ル
ギ
　
球
温
暖
化
対
　
　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

ー
政
　
策
条
例
（
平
　
　
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
の
策
定

策
課
　
成
二
十
年
山
　
　
に
係
る
山
梨
県
環
境
保
全
審
議
会
の
意
見

梨
県
条
例
第
　
　
の
聴
取

四
十
九
号
）

の
施
行
に
関

２
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
　
○

す
る
事
務
　
　
　
策
の
実
施
状
況
に
係
る
山
梨
県
環
境
保
全

審
議
会
へ
の
報
告

３
　
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
　
○

ス
の
吸
収
の
量
の
認
証

４
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
等
　
　
　
○

に
対
す
る
指
導
及
び
助
言

５
　
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
事
業
　
　
　
○

者
等
に
対
す
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の

要
求

６
　
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
　
○

要
な
措
置
に
つ
い
て
の
勧
告

７
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
　
○

表

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
運
航
管
理
監
」
の
下
に
「
、
児
童
対
策
企
画
監
」
を
加

え
、「
、
大
気
水
質
指
導
監
、
廃
棄
物
対
策
企
画
監
」
及
び
「
、
総
括
財
務
審
査
監
」
を
削
り
、「
観
光

企
画
監
」
の
下
に
「
、
国
際
観
光
振
興
監
」
を
加
え
、
同
表
出
先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
専
任

講
師
」
の
下
に
「
、
主
席
専
任
消
防
教
官
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
リ
ニ
ア
交
通
局
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
長
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
総
括
財
務
審
査
監
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」

を
「
及
び
」
に
改
め
、「
財
務
審
査
幹
」
の
下
に
「
並
び
に
組
織
規
則
第
十
五
条
第
八
項
第
一
号
に
規

定
す
る
出
納
局
に
置
く
主
幹
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
二
の
項
中
「
産
業
技
術
短
期
大
学
校
事
務
局
次
長
、
高
等
技
術
専
門
校
副
校

長
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
副
校
長
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
総
合
県
税
事
務
所
課
税
管
理

部
長
」
を
「
総
合
県
税
事
務
所
課
税
・
管
理
部
長
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
十
二
日
」
を
「
二
十
五
日
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
口
座
振
替
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

４

会
計
管
理
者
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
を
決
定
し
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、
支
払

通
知
書
を
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
六
条
第
八
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
四
項
」
に
、「
第
六
項
」
を
「
第
九
項
」

に
、「
第
二
項
」
を
「
第
二
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
七

項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
を
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
、
第

四
項
又
は
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

出
納
員
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
を
決
定
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な

山
梨
県
公
報
号
外
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二
十
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平
成
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、
支
払

通
知
書
を
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

会
計
管
理
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け

た
場
合
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
債
権
者
に
支
払
案
内
書
を
発
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
口
座
振
替
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

４

会
計
管
理
者
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
れ
い
出
支
払
を
決
定
し
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、

れ
い
出
支
払
通
知
書
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
第
七
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
四
項
」
に
、「
第
二
項
」
を
「
第
二
項
又

は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項

中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

出
納
員
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
れ
い
出
支
払
を
決
定
し
た
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
を
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、
れ
い

出
支
払
通
知
書
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

会
計
管
理
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け

た
場
合
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
債
権
者
に
れ
い
出
支
払
案
内
書
を
発
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
資
金
前
渡
職
員
は
」
を
加
え
、「
及
び
前
条

第
一
項
第
十
六
号
」
を
「
又
は
前
条
第
一
項
第
十
四
号
」
に
、「
に
つ
い
て
過
不
足
金
額
の
生
じ
な
い
」

を
「
の
支
払
に
充
て
る
た
め
に
資
金
を
前
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
別
に
会
計
管
理
者
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
当
該
資
金
を
も
つ
て
過
不
足
金
額
を
生
ず
る
こ
と
な
く
こ
れ
ら
の
経
費
の
支
払
に
充
て
る
こ

と
が
で
き
た
」
に
、「
提
出
」
を
「
作
成
及
び
提
出
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
提
出
」
を
「
作
成
及
び
提
出
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
受
信
に
つ
い
て
の
契
約
に
基
づ
き
支
払
を
す
る
経
費

第
七
十
九
条
第
三
項
中
「
当
座
預
金
」
の
下
に
「
、
別
段
預
金
」
を
加
え
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
債
権
者
」
の
下
に
「（
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項

又
は
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
案
内
書
又
は
れ
い
出
支
払

案
内
書
の
発
付
を
受
け
た
債
権
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
百
七
条
第
三
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、「
又
は
請
書
の
作
成
」
を
「
の
作
成
又
は
請
書
の
徴
取
」

に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
中
「
各
種
類
」
を
「
種
類
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
四
条
　
削
除

第
二
百
五
十
六
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
五
　
削
除

第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
、」
に
、「
の
行
う
事
務
に
つ
い
て
毎
年
一
回
、」
を

「
及
び
」
に
、「
二
年
に
一
回
、
定
期
検
査
」
を
「
、
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
百
六
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
条
　
削
除

第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
中
「
事
務
引
継
書
を
作
成
し
」
を
「
発
令
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
に
改

め
、「
及
び
そ
の
目
録
」
を
削
り
、「
を
添
え
て
、
発
令
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
を
「
と
と
も
に
、
そ

の
事
務
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
者
は
、
事
務
引
継
書
並
び
に
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
並
び
に

収
入
、
支
出
及
び
雑
部
金
の
執
行
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
の
目
録
二
通
を
作
成
し
、
当
該
目
録
を

添
付
し
た
当
該
事
務
引
継
書
に
引
継
ぎ
の
旨
及
び
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
載
し
、
前
任
者
及
び
後
任

者
に
お
い
て
記
名
押
印
し
、
各
一
通
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
二
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
事
務
引
継
書
を
作
成
し
、
帳
簿
及
び
そ
の
目
録
」
を
「
発
令
の
日
か

ら
七
日
以
内
に
、
現
金
及
び
物
品
並
び
に
帳
簿
」
に
、「
を
添
え
て
発
令
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
を

「
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
者
は
、
事
務
引
継
書
並
び
に
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
並
び
に

収
入
、
支
出
及
び
雑
部
金
の
執
行
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
の
目
録
二
通
を
作
成
し
、
後
任
者
の
立

会
い
の
上
現
物
に
対
照
し
、
受
渡
し
を
し
た
後
、
当
該
目
録
を
添
付
し
た
当
該
事
務
引
継
書
に
引
継

ぎ
の
旨
及
び
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
載
し
、
前
任
者
及
び
後
任
者
に
お
い
て
記
名
押
印
し
、
各
一
通

を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
後
任
者
が
立
ち
合
い
、
関
係
帳
簿
と
物
品
と
を
照
合
し
」
を

「
は
」
に
改
め
、「
以
内
に
」
の
下
に
「
、
物
品
及
び
関
係
帳
簿
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
後
任
者
に
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
者
は
、
事
務
引
継
書
及
び
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
関
係
帳
簿
の
目

録
二
通
を
作
成
し
、
後
任
者
の
立
会
い
の
上
現
物
に
対
照
し
、
受
渡
し
を
し
た
後
、
当
該
目
録
を
添

付
し
た
当
該
事
務
引
継
書
に
引
継
ぎ
の
旨
及
び
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
載
し
、
前
任
者
及
び
後
任
者
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に
お
い
て
記
名
押
印
し
、
各
一
通
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
中
「
高
等
技
術
専
門
校
」
を
「
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
般
の
支
出
の
部
災
害
補
償
費
の
款
を
削
り
、
同
部
報
償
費
の
款
中
「
二
千
万
円
以
上
」

及
び
「
百
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
（
報
償
物
品
購
入
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
部
旅
費
の
款

を
削
り
、
同
部
需
用
費
の
款
中
「
係
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
長
期
継
続
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
つ

て
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
も
の
」
を
加
え
、
同
部
役
務
費
の
款
中

「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
長
期
継
続
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
以
降
の
も
の
」
を
加
え
、
同
部
委
託
料
の
款
工
事
の
た
め
の
測
量
、
試
験
及
び
設
計
の

委
託
の
項
中
「
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
款
工
事
の
た
め
の
測
量
、
試
験
及
び
設
計

「

以
外
の
委
託
の
項
摘
要
の
欄
中

「
を
　
　
長
期
継
続
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て

」

当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
も
の
を
除
く
。

に
改
め
、
同
部
使
用

」

料
及
び
賃
借
料
の
款
中
「
二
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
長
期
継

続
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
も
の
」
を

加
え
、
同
部
工
事
請
負
費
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

工
事
　
営
繕
　
三
億
円
　
五
千
万
　
　
　
　
　
１
　
　
　
１
　
　
　
五
千
万
　
　
　
　
　
公
共
事

請
負
　
工
事
　
以
上
　
　
円
以
上
　
　
　
　
　
五
億
円
　
三
億
円
　
円
以
上
　
　
　
　
　
業
に
つ

費
　
　
建
設
　
１
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
以
上
　
　
以
上
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
い
て
は

工
事
　
三
億
円
　
一
億
円
　
　
　
　
　
２
　
　
　
２
　
　
　
一
億
円
　
　
　
　
　
、
別
に

（
工
　
以
上
　
　
以
上
　
　
　
　
　
　
右
の
設
　
右
の
設
　
以
上
　
　
　
　
　
　
定
め
る

事
に
　
２
　
　
　
２
　
　
　
　
　
　
　
計
変
更
　
計
変
更
　
２
　
　
　
　
　
　
　
一
覧
表

伴
う
　
右
の
設
　
右
の
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
設
　
　
　
　
　
に
よ
り

補
償
　
計
変
更
　
計
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
変
更
　
　
　
　
　
一
括
合

料
及

議
す
る

び
公

こ
と
に

有
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
、

産
購

一
件
当

入
費

た
り
の

を
含

合
議
は

む
。

省
略
す

）

る
こ
と

が
で
き

る
。

「

「

別
表
第
二
一
般
の
支
出
の
部
公
有
財
産
購
入
費
の
款
中
　
　
百
万
円
以
上
　
　
　
及
び

二
百
万

」

「

円
以
上
　
　
を
　
　
五
百
万
円
以
上
　

に
改
め
、
同
部
補
償
、
補
填
及
び
賠
償
金
の
款
中
「
百
万
円

」

」

」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
部
償
還
金
、
利
子
及
び
割
引
料
の
款
を
削
り
、
同
部
投
資
及
び
出
資

金
の
款
、
積
立
金
の
款
、
寄
附
金
の
款
及
び
繰
出
金
の
款
中
「
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
る
。

「（
注
）
１
　
連
年
扱
と
し
年

２
　
雑
部
金
出
納
原

第
百
三
十
六
号
様
式
中「
受
入
年
月
日
」
を「
繰
越
年
月
日
」
に
、

３
　
１
件
ご
と
に
記

４
　
合
計
額
は
雑
部

度
毎
に
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

●
「
注
●
１
●
原
則
と
し
て
細
節
ご
と
に
別
葉
と

簿
の
口
座
毎
に
口
座
を
設
け
て
整
理
す
る
こ
と
。

２
　
原
則
と
し
て
連
年
扱
と
し
、
年
度

を

載
す
る
こ
と
。

３
　
納
人
１
人
ご
と
に
繰
越
年
月
日
、

金
出
納
簿
の
繰
越
額
と
一
致
す
る
こ
と
。

」

４
　
合
計
額
は
、
雑
部
金
出
納
簿
の
繰

す
る
こ
と
。

ご
と
に
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

に
改
め
る
。

金
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

越
額
と
一
致
す
る
こ
と
。

」

第
百
六
十
八
号
様
式
中
「
受
高
、
払
高
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
券
面
金
額
を
表
示
の
う
え
枚
数
を
記

載
す
る
」
を
「
郵
便
切
手
類
（
郵
便
切
手
若
し
く
は
収
入
印
紙
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

３
に
お
い
て
同
じ
。）
の
種
類
ご
と
に
別
葉
と
す
る
」
に
、「
は
が
き
、
封
筒
等
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
別
口
座
を
設
け
る
」
を
「
受
高
及
び
払
高
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
券
面
金
額
を

表
示
の
う
え
枚
数
を
記
載
す
る
」
に
、「
月
計
、
累
計
」
を
「
月
ご
と
に
、
前
月
か
ら
繰
り
越
し
た
郵

便
切
手
類
の
枚
数
及
び
金
額
並
び
に
月
計
、
累
計
並
び
に
翌
月
へ
繰
り
越
す
郵
便
切
手
類
の
枚
数
及
び

金
額
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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「（
注
）
１
　
連
年
扱
と
し
年
度
毎

２
　
雑
部
金
出
納
原
簿
の

「
受
入
年
月
日
」
「
繰
越
年
月
日
」

３
　
１
件
ご
と
に
記
載
す

４
　
合
計
額
は
雑
部
金
出

に
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

●
「
注
●
１
●
原
則
と
し
て
細
節
ご
と
に
別
葉
と

口
座
毎
に
口
座
を
設
け
て
整
理
す
る
こ
と
。

２
　
原
則
と
し
て
連
年
扱
と
し
、
年
度

る
こ
と
。

３
　
納
人
１
人
ご
と
に
繰
越
年
月
日
、

納
簿
の
繰
越
額
と
一
致
す
る
こ
と
。

」
４
　
合
計
額
は
、
雑
部
金
出
納
簿
の
繰

す
る
こ
と
。

ご
と
に
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

金
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

越
額
と
一
致
す
る
こ
と
。

」

「
受
高
、
払
高
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
券
面
金
額
を
表
示
の
う
え
枚
数
を
記

載
す
る
」

「
郵
便
切
手
類
（
郵
便
切
手
若
し
く
は
収
入
印
紙
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
に
別
葉
と
す
る
」

「
は
が
き
、
封
筒
等
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
別
口
座
を
設
け
る
」
「
受
高
及
び
払
高
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
券
面
金
額
を

表
示
の
う
え
枚
数
を
記
載
す
る
」

「
月
計
、
累
計
」

「
月
ご
と
に
、
前
月
か
ら
繰
り
越
し
た
郵

便
切
手
類
の
枚
数
及
び
金
額
並
び
に
月
計
、
累
計
並
び
に
翌
月
へ
繰
り
越
す
郵
便
切
手
類
の
枚
数
及
び

金
額
」
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